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宅介護計画をいう。以下同じ。）を作成し、当該小規模多 宅介護計画をいう。この注及び注２において同じ。）を作

機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型居宅介護 成し、当該小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規

を行ったときは、初回の当該指定小規模多機能型居宅介護 模多機能型居宅介護を行ったときは、初回の当該指定小規

が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。 模多機能型居宅介護が行われた日の属する月に、所定単位

数を加算する。

２ （略） ２ （略）

ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算 20単位 ル 栄養スクリーニング加算 ５単位
くう

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指 注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指

定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及 定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及

び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニン び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、
くう

グ及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、１回につ 当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状

き所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、当 態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む

該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定し 。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合
くう

ている場合にあっては算定しない。 に、１回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者

について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を

算定している場合にあっては算定しない。

ワ 科学的介護推進体制加算 （新設）

注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているも

のとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事

業所が、利用者に対し指定小規模多機能型居宅介護を行った

場合は、１月につき40単位を所定単位数に加算する。

⑴ 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の
くう

状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を

、厚生労働省に提出していること。

⑵ 必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画を見直すなど

、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって、⑴に規

定する情報その他指定小規模多機能型居宅介護を適切かつ

有効に提供するために必要な情報を活用していること。

カ サービス提供体制強化加算 ヲ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、 市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、


